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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

発令    ：平成18年6月21日号外法律第91号 

最終改正：平成30年6月27日号外法律第67号 

改正内容：平成30年5月25日号外法律第32号[平成31年4月1日] 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

〔平成十八年六月二十一日号外法律第九十一号〕 

〔総理・総務・財務・厚生労働・国土交通大臣署名〕 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律をここに公布する。 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

目次 

第一章 総則（第一条―第二条） 

第二章 基本方針等（第三条―第七条） 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置（第八条―第二十四条） 

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置（第二十四条

の二―第二十四条の八） 

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施（第二十

五条―第四十条の二） 

第五章 移動等円滑化経路協定（第四十一条―第五十一条） 

第五章の二 移動等円滑化施設協定（第五十一条の二） 

第六章 雑則（第五十二条―第五十八条） 

第七章 罰則（第五十九条―第六十六条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重

要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに

建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及び

これらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進する

ための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上

の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資

すること及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく

共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならない。 
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（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 

第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場（以

下この条において「新設特定路外駐車場」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定

路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「路外駐車場移動等円滑化

基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準

に適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっ

ては、高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成

することができないと認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な

事項を付加することができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）を

路外駐車場移動等円滑化基準（前項の条例で付加した事項を含む。第五十三条第二項におい

て同じ。）に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場について、高齢者、障害者等に

対し、これらの者が当該新設特定路外駐車場を円滑に利用するために必要となる情報を適切

に提供するよう努めなければならない。 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令

で定めるところにより、その旨を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下

「知事等」という。）に届け出なければならない。ただし、駐車場法第十二条の規定による

届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に

主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、

路外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 

第七章 罰則 

第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した

者は、三百万円以下の罰金に処する。 

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

一 第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第三十八条第四項の規定による命令に違反した者 

三 第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第九条の四の規定による提出をしなかった者 

二 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
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一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者 

二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をし

て、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者 

三 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

二 第五十三条第四項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第五十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 

第六十五条 第九条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下

の過料に処する。 

第六十六条 第二十四条の八第一項（第四十条の二第二項において準用する場合を含む。）の

規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処

する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

〔平成一八年一二月政令三七八号により、平成一八・一二・二〇から施行〕 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律及び高齢

者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止） 

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成

六年法律第四十四号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平

成十二年法律第六十八号） 

（道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園管理者等の基準適合義務に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に工事中の特定道路の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及

び特定公園施設の新設、増設又は改築については、それぞれ第十条第一項、第十一条第一項

及び第十三条第一項の規定は、適用しない。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の廃止に

伴う経過措置） 

第四条 附則第二条第一号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特

定建築物の建築の促進に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、

手続その他の行為は、この法律（これに基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたもの

とみなす。 



 

第一法規『D1-Law.com 現行法規』 4/9 

２ この法律の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替につい

ては、第十四条第一項から第三項までの規定は適用せず、なお従前の例による。 

３ この法律の施行の際現に存する特別特定建築物で、政令で指定する類似の用途相互間にお

ける用途の変更をするものについては、第十四条第一項の規定は適用せず、なお従前の例に

よる。 

４ 第十五条の規定は、この法律の施行後（第二項に規定する特別特定建築物については、同

項に規定する工事が完了した後）に建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含

む。以下この項において同じ。）をした特別特定建築物について適用し、この法律の施行前

に建築をした特別特定建築物については、なお従前の例による。 

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止

に伴う経過措置） 

第五条 附則第二条第二号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用

した移動の円滑化の促進に関する法律（以下この条において「旧移動円滑化法」という。）

第六条第一項の規定により作成された基本構想、旧移動円滑化法第七条第一項の規定により

作成された公共交通特定事業計画、旧移動円滑化法第十条第一項の規定により作成された道

路特定事業計画及び旧移動円滑化法第十一条第一項の規定により作成された交通安全特定

事業計画は、それぞれ第二十五条第一項の規定により作成された基本構想、第二十八条第一

項の規定により作成された公共交通特定事業計画、第三十一条第一項の規定により作成され

た道路特定事業計画及び第三十六条第一項の規定により作成された交通安全特定事業計画

とみなす。 

２ 旧移動円滑化法（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の行為

は、この法律（これに基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（地方自治法の一部改正） 

第八条 地方自治法の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（地方税法の一部改正） 

第九条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（租税特別措置法の一部改正） 

第十条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（身体障害者補助犬法の一部改正） 

第十一条 身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一八年六月二一日法律第九二号抄〕 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。〔後略〕 

〔平成一九年三月政令四八号により、平成一九・六・二〇から施行〕 

附 則〔平成一九年三月三一日法律第一九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。〔後略〕 

〔平成一九年九月政令三〇三号により、平成一九・九・二八から施行〕 

附 則〔平成二三年五月二日法律第三五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。〔後略〕 

〔平成二三年七月政令二三四号により、平成二三・八・一から施行〕 

附 則〔平成二三年八月三〇日法律第一〇五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 〔前略〕第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十

五条の改正規定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織

されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会に

おける協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。）並びに

同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。）〔中略〕の規定並びに

附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項〔中略〕の規定 公布の日から起算して三

月を経過した日 

二 〔前略〕第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、

第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）〔中略〕の

規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、

第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四

条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五

十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第

七十一条、第七十二条第一項から第三項まで〔中略〕の規定 平成二十四年四月一日 

三～六 〔略〕 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第七十二条 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第

十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。以下この

項から第三項までにおいて同じ。）の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、

第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（以下この項から第三項までにおいて「新高齢者移動等円滑化法」という。）第十条第一項、

第十三条第一項又は第三十六条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、新

高齢者移動等円滑化法第十条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める

基準と、新高齢者移動等円滑化法第十三条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条
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例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第三十六条第二項の主務省令で定める基準は同

項の条例で定める基準とみなす。 

２ 第百六十二条の規定の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律（以下この項及び次項において「旧高齢者移動等円滑化法」

という。）第十二条第三項若しくは第五十三条第二項の規定により都道府県知事が行った命

令その他の行為又は旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項若しくは第二項の規定により

都道府県知事に対して行った届出で、新高齢者移動等円滑化法第十二条又は第五十三条第二

項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該

市長が行った命令その他の行為又は当該市長に対して行った届出とみなす。 

３ 第百六十二条の規定の施行前に旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規

定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新高齢者

移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により市長に対して届出をしなければな

らないこととなるもので、第百六十二条の規定の施行前にその手続がされていないものにつ

いては、第百六十二条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出を

しなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これら

の規定を適用する。 

４ 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条

の改正規定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されて

いないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協

議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第三十

二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。以下この項において同じ。）の施行前

に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第三十二条第三項の規定によりされた認可又は第百六十二条の規定の施行の際現に同項

の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第百六十二条の規定による改正後の高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項の規定によりされた同意

又は協議の申出とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条にお

いて同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされ

る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則〔平成二五年六月一四日法律第四四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 
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第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則〔平成二六年六月四日法律第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

〔平成二七年一月政令一〇号により、平成二七・六・一から施行〕 

一 〔略〕 

二 〔前略〕附則第十三条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の改正規定に限る。） 公布の日から起算して

六月を超えない範囲内において政令で定める日 

〔平成二六年六月政令二三一号により、平成二六・七・一から施行〕 

三 〔略〕 

附 則〔平成二六年六月一三日法律第六九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日〔平成二八

年四月一日〕から施行する。 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施

行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁

の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例に

よる。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定そ

の他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申

立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申

立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起で

きないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこ

れを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例によ

る。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることと

される場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律

の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し

の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお

従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律

の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の

例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 
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（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則〔平成二九年五月一二日法律第二六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

〔平成二九年六月政令一五五号により、平成二九・六・一五から施行〕 

一 附則第二十五条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

（政令への委任） 

第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。 

附 則〔平成三〇年五月二五日法律第三二号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。 

〔平成三〇年一〇月政令二九七号により、平成三〇・一一・一から施行〕 

（経過措置） 

第二条 第二条の規定の施行の際現に工事中の海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）

による輸送施設（船舶を除き、同法による旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。）

の新たな建設又は同条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第八条第一項の主務省令で定める大規模な改良については、同項の規定は、適用し

ない。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必

要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正） 

第五条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成三〇年六月二七日法律第六七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 第一条の規定並びに次条並びに附則第三条、第九条及び第十五条（高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の改正規定
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に限る。）の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

〔平成三〇年九月政令二五四号により、平成三〇・九・二五から施行〕 


